
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

９月から複数事業労働者向けの労災保険

給付が始まりました 

◇改正の趣旨 

これまでは、複数の会社で働いている労働者

の方について、働いているすべての会社の賃金

額を基に保険給付が行われないこと、すべての

会社の業務上の負荷（労働時間やストレス等）

を合わせて評価して労災認定されないことが課

題でした。 

このため、多様な働き方を選択する方やパー

ト労働者等で複数就業している方が増えている

など、副業・兼業を取り巻く状況の変化を踏まえ、

複数事業労働者の方が安心して働くことができ

るような環境を整備する観点から、労働者災害

補償保険法が改正されました。 

 

◇改正の対象者 

今回の改正制度の対象となるのは「複数事業

労働者」の方です。「複数事業労働者」とは、被

災した（業務や通勤が原因でけがや病気などに

なったり死亡した）時点で、事業主が同一でない

複数の事業場と労働契約関係にある労働者の

方のことをいいます。 

被災した時点で複数の会社について労働契

約関係にない場合であっても、その原因や要因

となる事由が発生した時点で、複数の会社と労

働契約関係であった場合には「複数事業労働者

に類する者」として、改正制度の対象となります。

また、労災保険に特別加入している方も対象に

なります。 

 

◇改正内容 

① 複数事業労働者の方への保険給付が、す

べての働いている会社の賃金額を基礎に支

払われるようになります（これまでは災害発生

事業場での賃金額しか保険給付の基礎とさ

れていませんでした）。 

② 新しく複数の事業の業務を要因とする傷病

等（負傷、疾病、障害または死亡）についても、

労災保険給付の対象となります。新しく支給

事由となるこの災害を「複数業務要因災害」と

いいます。なお、対象となる傷病等は、脳・心

臓疾患や精神障害などです。 

複数事業労働者の方については、１つの事

業場のみの業務上の負荷（労働時間やストレ

ス等）を評価して業務災害に当たらない場合

に、複数の事業場等の業務上の負荷を総合

的に評価して労災認定できるか判断します。

これにより労災認定されるときには、上記の

「複数業務要因災害」を支給事由とする各種

保険給付が支給されます。 

１つの事業場のみの業務上の負荷を評価

するだけで労災認定の判断ができる場合は、

これまでどおり「業務災害」として、業務災害
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に係る各種保険給付が支給されます。なお、

この場合であっても、すべての就業先の事業

場の賃金額を合算した額を基礎に保険給付さ

れます。 

③ 労災保険には、各事業場の業務災害の多

寡に応じ、労災保険率または保険料を増減さ

せる、メリット制があります。新設の複数業務

要因災害については、メリット制には影響しま

せん。一方、複数事業労働者の業務災害に

ついては、業務災害が発生した事業場の賃金

に相当する保険給付額のみがメリット制に影

響します。 

専門的知識活かし社会に貢献する 

プロボノワークとは？ 

◇プロボノワークとは？ 

業務などで培った専門的知識やスキルを無償

提供する社会貢献活動のことをいいます。ラテン

語の Pro Bono Publico の略で、「公共善のた

めに」を意味しています。個人での活動や企業

単位での展開など、形態は様々ですが、もともと

は、アメリカやイギリスの法曹関係者の間で始ま

りました。また、プロボノの活動を実践する人を

「プロボノワーカー」といいます。日本でも新たな

社会貢献活動として大手企業を中心に取り組む

動きが出ています。 

 

◇副業や兼業、ボランティアとの違い 

プロボノはあくまでも無報酬であるという点で、

副業や兼業とは異なります。また、業務などで

培った専門的なスキルや経験を社会に役立てる

点で、スキルやノウハウにかかわらずに社会的

活動に貢献する一般的なボランティア活動とは

区別されています。 

 

◇期待されること 

プロボノ活動を通じて、異業種と多様なネット

ワークを構築できるので、新たな価値観や知識

等に触れ、自身のスキルアップやイノベーション

創出が期待されています。実際、積極的に社員

のプロボノワークを支援する企業も少なくありま

せん。 

例えば、証券大手のＳＭＢＣ日興證券は、社

員が業務時間の一部を社会貢献活動にあてる

ことができる制度を導入しています（１週間のうち

１日を通常業務から離れて社会貢献活動に充て

る）。証券・金融業務で培ったスキルや知識を活

かし、貧困問題の解決や若者の就労支援に取り

組む２つの団体の活動を支援する形で展開して

います。 

同社がプロボノワークを導入したのは、企業と

しての持続的な成長を続けていくためには社会

課題の解決に自ら積極的に取り組む必要があ

ると判断したこと、さらに、社会貢献活動を通じ

意識改革や業務の効率化、人材のスキルアップ

などに結び付けたいというねらいがあります。ま

た、通常業務とは異なる世界と関わることで、社

会課題に対する感度や知見が高まり、視野や人

脈の広がりも期待してのことです。 

 

◇就活生の企業選びのトップは社会貢献

度！？ 

株式会社ディスコが、2021 年３月卒業予定の

大学生らを対象に、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目

標）の認知度や就職先企業で取り組みたいこ

と、企業の社会貢献度と就職志望度との関連な

どの調査・分析を行っています（※調査期間：

2020 年８月１日～６日、回答数：853 人）。 

調査結果によると、就職先企業に決めた理由

のトップが「社会貢献度が高い」30％となってい

ます（２位は「将来性がある」28.5％、３位が「職

場の雰囲気が良い」26.5％）。 

学生が社会貢献に高い関心を寄せていること

がわかります。 

 

 

当事務所よりひと言 

   今月号では、労災保険の新しい仕組み

 について書きました。仕事中怪我をしないに

こしたことはありませんが、いくら注意しても

怪我するときがあります。そういったときは、

会社責任として、適切に対応しましょう。

 


